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提案理由  令和４（２０２２）年２月２４日から開始されたロシア連邦による

ウクライナへの軍事侵略は、国際社会の平和と安全を著しく損ない、

国際秩序の根幹を揺るがす国際法違反であり、断じて許すことはでき

ない。ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵略を厳しく非難し、平

和的解決を行うよう強く求めることを決議する。  

 



ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵略を厳しく非難し、 

平和的解決を強く求める決議 

 

令和４（２０２２）年２月２４日から開始されたロシア連邦によるウクライナ

への軍事侵略は、国際社会の平和と安全を著しく損ない、国際秩序の根幹を揺る

がす国際法違反であり、断じて許すことはできない。 

また、ロシア連邦のプーチン大統領は、今回の軍事侵略において核兵器の使用

を示唆する発言をしているが、本市では、憲法の精神に基づく恒久平和の実現を 

願う市民意思の表明として平和都市宣言を行っており、軍事侵略における核兵

器の使用は、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を願う市民の願いに反する行為で

あり、強い憤りを覚える。 

よって、北広島市議会は、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵略を厳しく

非難するとともに、国際法を遵守し、軍の即時撤退と平和的解決を行うよう強く

求める。 

以上、決議する。 

 

 

 

 

   令 和４年３月８日 

北海道北広島市議会 


